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1.工事の施工管理について

1. 施工体制一般（品質・安全管理体制・施工体制台帳など）

2. 配置技術者（現場代理人・主任技術者・監理技術者）

3. 施工管理（施工計画書・建設廃棄物・工程管理等）

4. 安全活動・仮設設備点検・関係機関等



1. 施工体制一般（品質・安全管理体制・施工体制台帳など）

1) 施工計画書に品質及び安全計画に見合う管理体制が確立された現場

組織表を記載する

2) 施工計画書に工事現場の就業時間を記載し、作業員に対し周知を図る

3) 品質計画、一工程の施工確認及び施工の具体的な計画を定めた工種別

の施工計画書を作成し、監督職員に提出する

4) 建設業退職金共済制度の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出し、受払

い簿を作成し、下請負人を含む作業員の出勤に合わせた管理を行う



1. 施工体制一般（品質・安全管理体制・施工体制台帳など）

5) 建設業法等に定められた標識等を工事現場内及び公衆の見やすい場所 に

掲示する（※注意：建設業許可期限切れが無いよう管理する）

6) 施工体制台帳及び施工体系図を作成し、工事現場に備え付け、かつ、

その写しを発注者に提出する

（※注意：下請関係書類（社会保険加入等）を遺漏が無いよう管理する）

7)下請けの作業成果に対して元請が（日常的）検査（確認）し、その

品質を元請けとして確認している（※注意：指示・検査等の記録）

８)下請負人への作業手順等の指示がなされており、主体的に施工の指導

や調整を行っている



2. 配置技術者（現場代理人・主任技術者・監理技術者）

1) コリンズへ１０日以内に登録（請負金額500万円以上）

2) 現場代理人に常に連絡がとれる体制にあり、業務に支障がない

（原則として、現場に常駐し運営、取締を行う）※緩和規定あり

3) 技術者の資格要件が整理され、確認出来る（専任の重複がないこと）

（主任技術者・監理技術者）資格証等の写しを現場に整理保管

4) 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係っていた

5) 作業内容の区分に応じた作業主任者を選任し、現場に配置する

6) 専門工事が含まれている場合は、専任技術者を適切に選任し現場に

配置する



３. 施工管理（施工計画書・建設廃棄物・工程管理等）

１) 設計図書の照査を実施（契約書第１８条１項第１号から５号）

現場と設計図書との相違事実がある場合監督職員と協議する

2) 施工計画書に設計図書等の内容を反映した内容を記載し、速やかに

監督職員へ提出する

3) 施工計画書に記載した内容が現場施工と一致し、内容が確認出来る

4) 工事材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている

5) 日常の出来形管理や品質管理状況が書面で確認できる

（※注意：出来形管理記録等で管理する）



３. 施工管理（施工計画書・建設廃棄物・工程管理等）

６) 産業廃棄物が産業廃棄物契約書・産業廃棄物管理票（マニフェスト）

により適正に処理されている

７) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に

基づき作成し、施工計画書に含め提出する（ＣＯＢＲＩＳ）

8) 施工前に実施工程表等を作成し監督職員へ提出し、承諾を受ける

9) 作業員の休日の確保を行った記録が整備されている

10) 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い（突発的なものを除く）



４.安全活動・仮設設備点検・関係機関等

1) 災害防止協会等を設置し、定期的に開催した活動記録がある

2) 店社パトロールを実施し、活動記録がある

（現場組織表に社内検査員と店社パトロール員の氏名を記載）

3) 安全教育・訓練等を実施し、活動記録がある

4) 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録がある

5) 新規入場者教育を実施し、活動記録がある

6) 過積載防止対策に取り組んでいる（対象工事のみ）



４.安全活動・仮設設備点検・関係機関等

7) 使用機械・車両等の点検整備等が管理され記録がある

（対象工事のみ）

８) 重機操作で誘導員の配置や重機との行動範囲の分離がなされた点検

記録がある

９) 足場や支保工の組立完了時や使用中、また山留め、仮締切等の設置

後の点検及び管理記録がある

10) 地下埋設物及び架空配線等に関する事故防止対策に取り組んでいる

11) 関係官公署等との折衝及び調整をした記録がある（協議記録等）



４.安全活動・仮設設備点検・関係機関等

12) 近隣地元住民・入居官公署等と施工上必要な交渉、工事の施工に

関しての苦情対応を適切に行い、記録がある

13) 関係工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある

14) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等

にわかりやすく周知している



※ 工事成績評定アップのポイント

・長崎県のホームページに掲載された、施工プロセス

チェックの手引き（最新版）を活用する。

・施工計画書に工事に必要な項目を記載し、確実に実施

したうえで記録を残す。

（施工計画書についても長崎県のホームページに掲載

しています）



長崎県ホームページで工事成績評定を検索

下
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ル



随時更新するため、最新版
をダウンロードすること



長崎県ホームページで施工計画書を検索

クリックする



最新版の施工計画書を使用する

平成３０年度に
改訂されました
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